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紹介議員 白川 愛 

件 名 重度障害者の就労・修学支援に関する請願 

 

【請願の趣旨】 

常時介護が必要な重度障害者が利用する重度訪問介護は、経済活動に係る外出、

通年かつ長期にわたる外出については利用できないという基準を厚労省が定めた

（２００６年９月２６日厚労省告示５２３条）。これにより、就労中や大学等の就

学中は重度訪問介護が使えないこととされている。しかし、重度訪問介護利用者

にも就労や就学を望む者がいることから、厚労省は、重度障害者等就労支援特別

事業、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業（以下、両事業合わせて「本事業」

という。）を創設し、国が５０％、都が２５％の費用補助を行うこととなった。 

本事業は、地域生活支援事業の任意事業であり（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（以下、「総合支援法」という）７７条３項）、

「必要な事業」として実施するかどうかは市町村（特別区を含む（地方自治法２８

３条２項）、以下同じ）の判断に委ねられている。現在、目黒区は本事業を実施し

ておらず、請願者は利用することができない。 

 

重度障害者であっても、地域社会で暮らしていくことは、憲法２５条１項で保

障されており、また、就労により経済的に自立し自己実現を図ることは重要であ

り、そのための知識や技術を習得するために大学等に就学することも重要である。

特に、昨今のコロナ禍によってリモートワークやリモート講義が普及したことに

より、重度障害者が就労・就学することは以前と比べて容易になっている。 

障害者基本法３条１号では、「全て障害者は、…経済…の活動に参加する機会が

確保されること。」として、障害者が経済活動に参加する機会の確保を義務付けて

いる。そして、本事業の実施の判断を委ねられている目黒区は、基礎自治体の責務

として障害者基本法の理念を実現するために、本事業の実施を決定する必要があ

る。 

本事業の実施の費用については、上記のとおり、国が５０％、都が２５％の費用

補助があり、市町村の負担は２５％から自己負担分を控除した額となる。もっと

も、重度訪問介護の費用についても国と都道府県が７５％を負担するため（総合

支援法９４条、９５条）、重度訪問介護を利用している時間が本事業に置き換わる

限りにおいては市町村の負担は大きくは変わらない。むしろ、本事業の場合は、障

害者雇用納付金制度に基づく助成が優先して適用されるため、その部分の市町村

の負担は小さくなる。また、働いて収入を得た場合には、その中から税を納め、所

得に応じて上限額の変わる障害福祉サービスの自己負担分を負担することにな

る。このように、本事業の実施による市町村の財政への影響は本事業を実施しな

い理由にはならないと考える。 



現在、目黒区民で就労・就学している者であっても、突然の事故や病気により重

度の障害を負う可能性は誰にでもある。このような場合であっても、切れ目無く

就労・就学を継続できなければならない。具体的な必要が生じたときに速やかに

実施できるよう、区は事前に本事業の実施を決定し準備をしておくべきである。 

よって、請願事項について、議員各位のご理解とご賛同を切望するものであり、

真摯な審議の後、本請願を採択することを求めるものである。 

 

【請願事項】 

 区は請願者が利用できるよう本事業の実施を速やかに決定することを求めま

す。 

 

 


